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記入説明会をするのはなぜ？

障害者雇用状況報告書の作成方法を理解していないため、記入した内容が適当なものと
はいえないことが判明。

◆ 「短時間労働者」は雇用保険被保険者にならない週20時間未満のパート・アルバイ
トの者を記入している。

◆ 「常用雇用労働者」は雇用保険被保険者である週20時間以上の者すべてを含めてい
る。

◆ 対象となる者の障害者手帳等を保管・確認せず、「重度・重度以外」の判断や「知
的障害・精神障害」の区別を勝手に行っている。

◆ 「除外率」 や「短時間労働者」の計算にかかる「算定の基礎となる労働者の数」の
記載誤りが多い。

これらは正しい報告にならず、香川の集計が誤ったものになる可能性が高く、事業主は
虚偽報告の疑いにあたるだけではなく納付金・調整金・報奨金にも影響する場合がある。

例えば・・・

等
令和７年障害者雇用状況報告集計

香川県の実雇用率2.38％は
全国順位 41位である

報告対象外の人なので含めない

週所定労働時間20時間以上30時間未満の人は１人を0.5人と計算する

カウントが違ってくる

雇用率に影響する
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実は・・・この周知の成果もあり、実雇用率
及び全国順位は少しずつ上昇している



【お知らせ】電子申請のご案内

～電子申請の方法が変わりました。

障害者雇用状況報告はインターネットを利用した電子申請でご提出
いただけますが、ＧビズＩＤ※が必要となります！

※ ＧビズＩＤを利用せずe-Govアカウントを使用して電子申請することもできま
すが、別途電子署名（有料）が必要となります。

ＧビズＩＤの種類

gBizIDプライム
会社代表者または

個人事業主

gBizIDプライム

取得組織の従業員gBizIDメンバー

書類審査必要 電子署名不要

発行審査期間

２週間程度

書類審査必要

書類審査必要 電子署名不要 即時発行可能

gBizIDエントリー

事業をしている方なら

だれでも可能

電子署名必要

（有料）
即時発行可能

電子申請は令和８年６月１日以降ご利用いただけます。
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ＧビズＩＤ申請・取得手続きの詳細は、

デジタル庁ホームページをご確認ください。

【デジタル庁ホームページ】https://gbiz-id.go.jp/top/

【お問い合わせ先】「gBizID」ヘルプデスク（0570-023-797）
受付時間：午前９時～午後５時※土・日・祝日、年末年始を除く

※労働局にお問合せ頂きましても対応できません。
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障害者の雇用の促進等に関する法律

（雇用状況の報告）

第４３条 事業主は、毎年一回、厚生労働省が定めるところにより、障害者の雇用

に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

令和８年度の障害者雇用状況報告は・・・

令和８年６月１日現在の状況を、障害者雇用状況報告書により、企業の主たる
事業所、いわゆる本社において、支社、支店等の分をとりまとめて、本社の所在
地を管轄する公共職業安定所の長に郵送若しくは持参により提出していただくか、
電子申請を通じて提出をお願いします。

障害者雇用状況報告について
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① ②

A

B

A

記入項目は

B

C

これ以外は
記入しない

A

記入項目は

C

「事業所の数」分の
内訳を記入し、１枚
で足りない場合は
「別紙」を使用する

①除外率がかからない事業主の書き方

②除外率がかかる事業主の書き方

書き方のパターンは２つ

D

D B D

報告書は
労働局・ハローワーク・事業主控の３枚が１セット
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「A 事業主」欄の記入について
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　様式第6号 （第４条関係）

 

　 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条の規定により、

　 下記のとおり報告します。 年 月

―

― ― )

 法人にあって

 は主たる事業

 所の所在地
氏名又は代表

者

氏名

(TEL

(1)事業

   の種

類

産業

分類

(2)

事業所

の数

Ａ

　

事

業

主

(ふりがな)

住　所

〒

法人名称

(ふりがな)

(3)法人番号

令和 6 年 6月 1日現在  

令和 日 公共職業安定所長　殿

（日本産業規格Ａ列４）

― ― 障害者雇用状況報告書

雇用保険適用事業所番号を記入してください。
※番号は同封の「ご挨拶」に記載しております。

・スタンプ、ゴム印等を使用する場
合には２枚目以降にも忘れずに押印
してください。
※社印、代表取締役印等の押印不要。

③欄
13桁の法人番号を記入してください。
法人番号は、以下の国税庁法人番号

公表サイトで確認できます。
（国税庁法人番号公表サイト）

https:://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

提出日をご記入ください。

①欄
「産業分類」には、参考３の日本標準産業分類の中分類
の番号（２桁）を記入し、事業の種類もご記入ください。
※番号は同封の「ご挨拶」に記載しております。
★主たる事業内容が相違する場合は、最寄りのハロー
ワークにて変更届をご提出下さい！

②欄
当該法人に属する本社、支社、支店、営業所、
工場、事務所等全ての事業所の合計数を記入
してください。
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①欄「産業分類」を
変更したい場合の届
出様式。記載の上、
最寄りのハローワー
クに提出。
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「除外率なし」の法人の場合

「B 雇用の状況」⑩常用雇用労働者の数
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   障害者雇用状況報告書の提出対象事業主の確認

1. 従業員の人数は？ 2. 雇用障害者の人数は？

A. 週所定労働時間30時間以上の人数は？ １－Ａの勤務人数のうち

（例） １日５時間で ａ. 重度障害者 人

　週に６日間勤務の人数 人 ｂ. 重度以外の障害者 人

B. 週所定労働時間20時間以上30時間未満の人数は？ １－Ｂの勤務人数のうち

（例） １日４時間で ｃ. 重度障害者 人

　週に５日間勤務の人数 人 ｄ. 重度以外の障害者 人

C. （重度身体・重度障害・精神障害手帳有） １－Ｃの勤務人数のうち

週所定労働時間20時間未満の勤務の人数は？ ｅ. 10時間以上、20時間未満の

（例） １日４時間で 人 　　　重度障害及び精神障害者 人

　　　※10時間未満は含みません

 A の人数 ＋（Bの人数×0.5）＝ 
人 （ａの人数×２） ＋ ｂの人数

※ここではＣの人数は入れません     + ｃの人数 +(ｄの人数×0.5)

    +（ｅの人数×0.5）

= 人

【雇用状況報告書の提出義務の確認】 【実雇用率の確認】

算定の基礎となる人数は  雇用障害者数 ÷ 算定の基礎となる人数×100 = ％

　40人以上になりましたか？ 【障害者雇用人数の違反チェック】

ＹＥＳ ⇒　提出義務　⇒　２へ進む 雇用障害者数ー（算定の基礎となる人数×2.5％）＝ 人

ＮＯ　 ⇒　不要 プラスの数字（正数）が出ましたか？

ＹＥＳ ⇒ さらに障害者雇用に努めてください

【注意】実雇用率が2.５％未満は指導対象とされます！

ＮＯ　 ⇒  義務違反！　直ちに障害者雇用をすすめてください！

　週に４日間勤務の人数

算定の基礎

となる人数

雇用障害者数

重度知的
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   障害者雇用状況報告書の提出対象事業主の確認

1. 従業員の人数は？ 2. 雇用障害者の人数は？

A. 週所定労働時間30時間以上の人数は？ １－Ａの勤務人数のうち

（例） １日５時間で ａ. 重度障害者 人

　週に６日間勤務の人数 人 ｂ. 重度以外の障害者 人

B. 週所定労働時間20時間以上30時間未満の人数は？ １－Ｂの勤務人数のうち

（例） １日４時間で ｃ. 重度障害者 人

　週に５日間勤務の人数 人 ｄ. 重度以外の障害者 人

C. （重度身体・重度障害・精神障害手帳有） １－Ｃの勤務人数のうち

週所定労働時間20時間未満の勤務の人数は？ ｅ. 10時間以上、20時間未満の

（例） １日４時間で 人 　　　重度障害及び精神障害者 人

　　　※10時間未満は含みません

 A の人数 ＋（Bの人数×0.5）＝ 
人 （ａの人数×２） ＋ ｂの人数

※ここではＣの人数は入れません     + ｃの人数 +(ｄの人数×0.5)

    +（ｅの人数×0.5）

= 人

【雇用状況報告書の提出義務の確認】 【実雇用率の確認】

算定の基礎となる人数は  雇用障害者数 ÷ 算定の基礎となる人数×100 = ％

　40人以上になりましたか？ 【障害者雇用人数の違反チェック】

ＹＥＳ ⇒　提出義務　⇒　２へ進む 雇用障害者数ー（算定の基礎となる人数×2.5％）＝ 人

ＮＯ　 ⇒　不要 プラスの数字（正数）が出ましたか？

ＹＥＳ ⇒ さらに障害者雇用に努めてください

【注意】実雇用率が2.５％未満は指導対象とされます！

ＮＯ　 ⇒  義務違反！　直ちに障害者雇用をすすめてください！

　週に４日間勤務の人数

算定の基礎

となる人数

雇用障害者数

「雇用状況報告書」の対象となる雇
用保険加入者＝常用雇用労働者の数
が把握できる

※週所定労働時間＝雇用契約書上で
の定めた時間（例えばGW、お盆、
年末年始等の休みで下回ることは差
し支えない）。

「雇用状況報告書」の対象となる
障害者の数が把握できる
（ただし、身体・知的・精神が混
在した状態である）

重度知的
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(10)常用雇用労働者の数

人

人

人

人
(ﾆ)法定雇用障害者の算定の基礎と

   なる労働者の数
0.0

(ﾊ)常用雇用労働者の数［ｲ+(ﾛ×0.5)］ 0.0

(ﾛ)短時間労働者の数 0

(ｲ)常用雇用労働者の数 0

【例】
(イ)常用雇用労働者の数120人
(ロ)短時間労働者数25人
(ハ)常用雇用労働者の数

(イ)120＋（(ロ)25×0.5）＝(ハ)132.5

(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数
(ハ)132.5＝(ニ)132.5人

算定要件：1年を超えて雇
用される見込みがあること、
または1年を超えて雇用さ

れていること。
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⑪常用雇用身体障害者、
知的障害者及び精神障害者の数について
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 　障害程度の重度とは？

※注意 ・手帳には有効期限のあるものもございます（有効期限が切れている場合は対象者に「手帳の更新」をお伝えください。

・身体障害は「３級（重度以外）」に該当する障害を２以上重複して有することで「２級（重度）」とされます。

・身体障害７級は当該報告では障害者の対象外となりますが、肢体不自由者においては「７級」に該当する障害が２以上重複

　する場合は「６級」とされます。

・障害等級「〇級」と「旅客鉄道株式会社　旅客運賃減額」の「第〇種」と間違わないようにしてください。

・知的障害であることの証明書類には「療育手帳」以外に障害者職業センターによる判定書もございます。

　対象者が判定書を受けていたにもかかわらず紛失したことを確認されましたら、対象者ご本人またはご家族の方が当該機関に

　「再交付」依頼をするようにおすすめください。

身体および知的の障害者手帳は地域によって、表記が異なることがあります。

障害程度が不明確であるものは適当な判断はせずに、必ず判定機関等に「重度」、「重度以外」の確認をしてください。

重　　度

（身体障害者手帳）１級、２級

精神障害者

知的障害者

（療育手帳）　Ａ　、Ａ

身体障害者

（精神障害者保健福祉手帳）１級～３級

（身体障害者手帳）３級～６級

重度以外

（療育手帳）　　Ｂ 　、Ｂ

（Ａ４サイズの用紙）

香川障害者職業センターによる「重度知的障害者」の判定書

※療育手帳Ｂ、Ｂ かつ「重度知的障害者の判定書」有は「重度知的」！

（Ａ４サイズの用紙）

香川障害者職業センターによる「知的障害者」の判定書

障害種別

程度
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○ 照会を行う際には、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的 を明示
した上で、障害者手帳等の所持の確認を行うこととします。 その際、なぜ当該労働
者を特定して尋ねるのか、根拠となる情報を明らかにし、本人に対して経緯を明確
にすることが求められます。

○ また、照会は、企業において障害者雇用状況の報告等を担当する人事担当者から直
接本人に対して行うことが望まれます。

○ 照会に対して、障害者手帳等の所持を否定した場合や、照会に対する回答を拒否し
た場合に、回答するよう繰り返し迫ったり、障害者手帳等の取得を強要してはいけ
ません。

◆◆ 対象者の把握・確認方法 ◆◆
（「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」 より）

《採用後に障害者を把握・確認する場合》→ 個人を特定して照会を行うことができる場合

照会に当たって

○ 個人を特定して障害者手帳等の所持について照会を行い、その労働者が障害者手帳
等を所持しており、かつ障害者雇用状況の報告等のために用いることについて同意が
得られた場合には、利用目的等の事項を明示して、その利用目的のために必要な情報
の確認を行うこととします。

○ 利用目的等の明示方法については、次のスライドをご参照下さい。

利用目的の明示等
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◆◆ 対象者の把握・確認方法 ◆◆
（「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」 より）

① 利用目的（障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申
請のために用いること）

② ①の報告等に必要な個人情報の内容
③ 取得した個人情報は、原則として毎年度利用するものであること
④ 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等につ

いて確認を行う場合があること
⑤ 障害者手帳を返却した場合や、障害等級の変更があった場合は、その旨人事担当者まで申し出て

ほしいこと
⑥ 特例子会社又は関係会社の場合、取得した 情報を親事業主に提供すること。なお、これらに加え、
⑦ 障害者本人に対する公的支援策や企業の支援策についてもあわせて伝えることが望まれます。

本人に対して明示する利用目的等の事項

○ 障害者雇用状況の報告等以外の目的で、労働者から障害に関する個人情報を取得する際に、あわせ
て障害者雇用状況の報告等のためにもその情報を用いることについて同意を得るようなことはせず、
あくまで別途の手順を踏んで同意を得ることとします。
例えば、障害者雇用状況の報告等のために用いるという利用目的が、他の多くの事項が記載された文
書の中に記載されており、この利用目的が記載された部分が容易に識別できない書面を、口頭で補足
せずに単に手渡しただけの場合、労働者がその部分に気付かない可能性も考えられます。
このため、企業は、労働者本人が、情報の利用目的及び利用方法を理解したうえで同意を行う
ことができるよう別途説明を行うなどの配慮を行う必要があります。

本人の同意を得るに当たって
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◆◆ 把握・確認した情報の処理・保管方法 ◆◆
（「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」 より）

取得後の情報の処理・保管に当たって、行ってはならないことは以下のとおりです。

○ 本人の同意なく、利用目的の範囲を超えて情報を取り扱ってはいけません。
○ 障害者である旨の申告を行ったことや、情報の開示・訂正・利用停止等を求めたことを

理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはいけません。

処理・保管に当たっての禁忌事項
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(11)常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

人
（ ）（

人
（ ）（

人
（ ）（

人
（ ）（

人
（ ）（

人
（ ）（  ［(ﾎ×2)+ﾍ+ﾄ+((ﾁ+ﾘ)×0.5)］ 0.0

(ﾇ)身体障害者の数 0.0
0

(ﾘ)重度身体障害者である

   特定短時間労働者の数

0
0

(ﾁ)重度身体障害者以外の身体障害

   者である短時間労働者の数

0
0

(ﾄ)重度身体障害者である

　 短時間労働者の数

0
0

(ﾍ)重度身体障害者以外の

   身体障害者の数

0
0

(ﾎ)重度身体障害者の数 0
2. 雇用障害者の人数は？

１－Ａの勤務人数のうち

ａ. 重度障害者 人

ｂ. 重度以外の障害者 人

１－Ｂの勤務人数のうち（短時間）

ｃ. 重度障害者 人

ｄ. 重度以外の障害者 人

１－Ｃの勤務人数のうち（特定短時間）

ｅ. 10時間以上、20時間未満の

　　　重度障害及び精神障害者 人

　　　※10時間未満は含みません

⑪欄の( )内には、前年の6月2日から本年6月1
日までに新規に雇い入れた数を内数として記
入してください。※中途障害者は含みません

【例】

(ホ)重度身体障害者1人
(へ)身体障害者０人
(ト)重度身体障害者（短時間）1人
(チ)身体障害者（短時間）1人
(リ)重度身体障害者（特定短時間）1人

(ホ)1人×２＋(へ)０人＋(ト)1人＝３

((チ)1人＋(リ)1人)×0.5＝１

３＋１＝(ヌ)４

①重度とは１級、２級
②７級１つのみは対象外
③有効期限に注意！

誤りが多いので注意！
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人
（ ）

人
（ ）

人
（ ）

人
（ ）

人
（ ）

人
（ ）  ［(ﾙ×2)+ｦ+ﾜ+((ｶ+ﾖ)×0.5)］ 0.0

(ﾀ)知的障害者の数 0.0
0

(ﾖ)重度知的障害者である

   特定短時間労働者の数

0
0

(ｶ)重度知的障害者以外の知的障害

   者である短時間労働者の数

0
0

(ﾜ)重度知的障害者である

   短時間労働者の数

0
0

(ｦ)重度知的障害者以外の

   知的障害者の数

0
0

(ﾙ)重度知的障害者の数 0

2. 雇用障害者の人数は？

１－Ａの勤務人数のうち

ａ. 重度障害者 人

ｂ. 重度以外の障害者 人

１－Ｂの勤務人数のうち（短時間）

ｃ. 重度障害者 人

ｄ. 重度以外の障害者 人

１－Ｃの勤務人数のうち（特定短時間）

ｅ. 10時間以上、20時間未満の

　　　重度障害及び精神障害者 人

　　　※10時間未満は含みません

⑪欄の( )内には、前年の6月2日から本年6月1
日までに新規に雇い入れた数を内数として記
入してください。※中途障害者は含みません

【例】

(ル)重度知的障害者０人
(ヲ)知的障害者２人
(ワ)重度知的障害者（短時間）０人
(カ)知的障害者（短時間）1人
(ヨ)重度知的障害者（特定短時間）２人

(ル)０人×２＋(ヲ)２人＋(ワ)０人＝２

((カ)1人＋(ヨ)２人)×0.5＝1.5

２＋1.5＝(タ)3.5

①手帳では重度とは Ａ 、Ａ
②障害者職業センターの判

定書で重度の場合もある
③次期判定年月日に注意！

誤りが多いので注意！
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人
（ ）

人
（ ）

人
（ ）

人
（ ）0.0

(ﾈ)精神障害者の数

　［ﾚ+ｿ+(ﾂ×0.5)］

0.0
0

(ﾂ)精神障害者である

   特定短時間労働者の数

0
0

(ｿ)精神障害者である

   短時間労働者の数

0
0

(ﾚ)精神障害者の数 0

【例】

(レ)精神障害者０人
(ソ)精神障害者（短時間）1人
(ツ)精神障害者（特定短時間）１人

(レ)０人＋ (ソ)1人＝１

(ツ)１人×0.5＝0.5

１＋0.5＝(ネ)1.5

１－Ｃの勤務人数のうち(特定短時間)

ｅ. 10時間以上、20時間未満の

　　　重度障害及び精神障害者 人

　　　※10時間未満は含みません

①手帳があるか
（診断書は対象外）

②重度はない
③有効期限に注意！

誤りが多いので注意！

※１カウント

⑪欄の( )内には、前年の6月2日から
本年6月1日までに新規に雇い入れた
数を内数として記入してください。

※中途障害者は含みません
※0.5カウント
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人 人 人 人 人
（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

 ((12)/(10)のﾆ×100)  ［((10)のﾆ×法定雇用率)-(12)］

(13)実雇用率  

0.00 ％
(14)身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数

人

  　［(11)のﾇ+(11)のﾀ+(11)のﾈ］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(12)　　　     計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑪欄の(ヌ) (タ) (ネ)の ( )内の合計人数を記入して
ください。

【例】
(10)の(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎と
なる労働者の数 132.5人
(12)常用雇用障害者計 9.0人

(12)9.0人÷(ニ)132.5人×100＝6.7924…

小数点以下第３位を四捨五入

(13) 6.79％

【例】
(ヌ)４＋(タ)3.5＋(ネ)1.5＝(12)9.0

② 3人（①で算出したもの）－(12)9.0人＝－6.0人

(14) 0.0人

マイナスとなる場合はゼロ

【例】
(10)の(ニ)法定雇用障害者の

算定の基礎となる労働者の数・・・132.5人
法定雇用率(令和６年４月以降) ・・・2.5％
(12)常用雇用障害者計・・・・・・・・9.0人

①(ニ)132.5人×2.5÷100＝3.3125 小数点以下切り捨て
（雇用しなければならない人数は3人となる）
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Ｄ欄は雇用状況報告の対象となる身体障害者の実人
数と一致するようになります。
１名に対して２つ以上の障害がある方は主たる障害
について記入します。
主たる障害とは当該労働者にとって、最も職業生活
に相当の制限を与え、又は職業生活を営むことを著
しく困難なものとしている障害を指します。

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

Ｄ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者（第１号に該当する者）
0

肢体不自由者（第４号に該当する者）
0

音声・言語・そしゃく機能障害者

（第３号に該当する者）
0

聴覚又は平衡機能障害者

（第２号に該当する者）
0

 Ｅ 障害者

 雇用推進

者

役職名 氏名 Ｆ 記

入

担当者

所　属　部課名 氏名

内部障害者（第５号に該当する者）

0

D欄 身体障害者について、以
下の分類表に沿って種類別の実

人数を記入してください。

Ｅ欄Ｆ欄も記入してください。
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第七十八条 事業主は、その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で
定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当
する者を選任するように努めなければならない。

一 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整
備その他の諸条件の整備を図るための業務

二 第四十三条第七項の規定による報告及び第八十一条第一項の規定による届出を行う業務

三 第四十六条第一項の規定による命令を受けたとき、又は同条第五項若しくは第六項の規
定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は
同条第一項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

２ 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する

障害者雇用推進者とは （障害者の雇用の促進等に関する法律）

「二」に基づいて障害者雇用状況報告書に記載することで「届出」となります。
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「除外率あり」の法人の場合
除外率設定がなくても「特例子会社」の認定を受けている法人・「就労継続支援事業（Ａ
型）」の事業がある法人もこちらの記入方法になる

要件：各事業所の主たる事業
の種類が参考１の除外率設定

業種に該当する場合のみ
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25

除外率設定業種 除外率

・非鉄金属第一次製錬・精製業
・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。） ５％

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む。） １０％

・港湾運送業 ・警備業 １５％

・鉄道業 ・医療業 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・高等教育機関 ２０％

・林業（狩猟業を除く。） ２５％

・金属鉱業 ・児童福祉事業 ３０％

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） ３５％

・石炭・亜炭鉱業 ４０％

・道路旅客運送業 ・小学校 ４５％

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ５０％

・船員等による船舶運航等の事業 ７０％

除外率設定業種及び除外率（令和７年４月以降）
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

％ ％ ％ ％ ％

(10)常用雇用労働者の数

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

(11)常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）

合　計 Ｃ　事業所別の内訳

(4)適用事業所番号

(7)事業所の所在地

(6)事業所の区分

　１　特例子会社に含まれる事業所

　２　指定就労継続支援Ａ型事業所

　３　上記１及び２以外

(5)事業所の名称

(9)除外率

(8)事業の内容

0.0

(ﾆ)法定雇用障害者の算定の基礎と

   なる労働者の数
0.0

(ﾊ)常用雇用労働者の数［ｲ+(ﾛ×0.5)］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(ﾛ)短時間労働者の数 0

(ｲ)常用雇用労働者の数 0

0
(ﾍ)重度身体障害者以外の

   身体障害者の数

0
0

(ﾎ)重度身体障害者の数 0

0
(ﾁ)重度身体障害者以外の身体障害

   者である短時間労働者の数

0
0

(ﾄ)重度身体障害者である

　 短時間労働者の数

0

0.0

  ［(ﾎ×2)+ﾍ+ﾄ+((ﾁ+ﾘ)×0.5)］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(ﾇ)身体障害者の数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0
(ﾘ)重度身体障害者である

   特定短時間労働者の数

0

0
(ｦ)重度知的障害者以外の

   知的障害者の数

0
0

(ﾙ)重度知的障害者の数 0

0
(ｶ)重度知的障害者以外の知的障害

   者である短時間労働者の数

0
0

(ﾜ)重度知的障害者である

   短時間労働者の数

0

0.0

  ［(ﾙ×2)+ｦ+ﾜ+((ｶ+ﾖ)×0.5)］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(ﾀ)知的障害者の数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0
(ﾖ)重度知的障害者である

   特定短時間労働者の数

0

0
(ｿ)精神障害者である

   短時間労働者の数

0
0

(ﾚ)精神障害者の数 0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(ﾈ)精神障害者の数

　［ﾚ+ｿ+(ﾂ×0.5)］

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0

(ﾂ)精神障害者である

   特定短時間労働者の数

0

 ((12)/(10)のﾆ×100)  ［((10)のﾆ×法定雇用率)-(12)］

(13)実雇用率  

0.00 ％
(14)身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数

人

0.0

  　［(11)のﾇ+(11)のﾀ+(11)のﾈ］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(12)　　　     計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　

Ｂ

　

雇

用

の

状

況

区     分

配
置
変
更

支社、支店等ごとに異なった番号がない場合
は、直近上位の事業所の適用事業所番号の頭

４桁（安定所番号）をご記入ください。

特例子会社に含まれる事業所の場合「１」
指定就労継続支援Ａ型に該当する場合「２」
それ以外の場合は「３」を記入してください。

各事業所の主たる事業の種類
が参考１の除外率設定業種に
該当する場合のみ、⑧欄に事
業の内容を記入するとともに、
その率を記入してください。
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3701 123456 1 3701

株式会社
厚労

厚労保
育園

3

高松市サ
ンポート
3-33

東京都千
代田区大
手町１丁
目1-12

保育園鉄道

20 30

保育園
厚生

東京都千
代田区大
手町３丁
目2-3

事業内容が
同一であっ
ても、合算
せずに事業
所ごとに記
入してくだ
さい。

22
20

26.0

32.0

25
10

21.0

30.0

29
15

26.5

36.5

76
45

73.5
98.5

30
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25

10
2922

20 15

(ｲ)22人+((ﾛ)20人×0.5)=(ﾊ)32.0人
鉄道の除外率20％
(ﾊ)32.0人×0.2＝6.4 小数点以下切り捨ての為、
６人（除外できる人の数）

(ﾊ)32.0人-(除外人数)6人＝(ﾆ)26.0人

26.0

(ｲ)25人+((ﾛ)10人×0.5)=(ﾊ)30.0人

保育園の除外率30％
(ﾊ)30.0人×0.3＝9人（端数なし）
9人（除外できる人の数）

32.0

(ﾊ)30.0人-(除外人数)12人＝(ﾆ)21.0人

21.0

(ｲ)29人+((ﾛ)15人×0.5)=(ﾊ)36.5人

保育園の除外率30％
(ﾊ)36.5人×0.3＝10.9…人 小数点以下切り捨ての為
10人（除外できる人の数）

(ﾊ)36.5人-(除外人数)10人＝(ﾆ)26.5人

26.5

30.0 36.5

①除外率ありの算定の基礎数の計算は「20％除外」は必ず除外人数を
求めてから、端数切捨て。（80％を乗じて算定基礎数を求めると数
字がずれることがあるため）

②事業所単位で計算し、同じ除外率のものをまとめて除外しないこと。

誤りが多いので注意！

20 30 30
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25

10
2922

20 15

26.0

32.0

21.0 26.5

30.0 36.5

76

45
98.5

73.5

(ｲ)22+25+29=76
(ﾛ)20+10+15=45
(ﾊ)32.0+30.0+36.5=98.5
(ﾆ)26.0+21.0+26.5=73.5

20 30 30

30



人 人 人 人

⑪　常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）

人 人 人 人

（ ） （ ）（ ）（ ）  　［⑪の(ﾇ)+⑪の(ﾀ)+⑪の(ﾈ)］

⑫　　　     計

　［ﾚ+ｿ+(ﾂ×0.5)］

(ﾈ)精神障害者の数

(ﾂ)精神障害者である

　 特定短時間労働者の数

(ｿ)精神障害者である
   短時間労働者の数

(ﾚ)精神障害者の数

  ［(ﾙ×2)+ｦ+ﾜ+((ｶ+ﾖ)×0.5)］

(ﾀ)知的障害者の数

(ﾖ)重度知的障害者である

　 特定短時間労働者の数

(ｶ)重度知的障害者以外の知的障

   害者である短時間労働者の数

(ﾜ)重度知的障害者である

   短時間労働者の数

(ｦ)重度知的障害者以外の

   知的障害者の数

(ﾙ)重度知的障害者の数

  ［(ﾎ×2)+ﾍ+ﾄ+((ﾁ+ﾘ)×0.5)］

(ﾇ)身体障害者の数

(ﾘ)重度身体障害者である

　 特定短時間労働者の数

(ﾁ)重度身体障害者以外の身体障

　 害者である短時間労働者の数

(ﾄ)重度身体障害者である

   短時間労働者の数

(ﾍ)重度身体障害者以外の

   身体障害者の数

(ﾆ)法定雇用障害者の算定の基礎

　 となる労働者の数 人 人

(ﾎ)重度身体障害者の数

人 人

(ﾛ)短時間労働者の数

(ﾊ)常用雇用労働者の数

  ［ｲ+(ﾛ×0.5)］ 人 人 人 人

(ｲ)常用雇用労働者の数

　（短時間労働者を除く） 人 人 人 人

鉄道
保育園

保育園

1

1

0.5

合計

2 2

1.01.0

0.0 0.0

0.00.0

0.0 0.0

1.5 0.02.0
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％ ％ ％ ％ ％

(10)常用雇用労働者の数

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

(11)常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人
（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

合　計 Ｃ　事業所別の内訳

(4)適用事業所番号

(7)事業所の所在地

(6)事業所の区分

　１　特例子会社に含まれる事業所

　２　指定就労継続支援Ａ型事業所

　３　上記１及び２以外

(5)事業所の名称

(9)除外率

(8)事業の内容

0.0

(ﾆ)法定雇用障害者の算定の基礎と

   なる労働者の数
0.0

(ﾊ)常用雇用労働者の数［ｲ+(ﾛ×0.5)］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(ﾛ)短時間労働者の数 0

(ｲ)常用雇用労働者の数 0

0
(ﾍ)重度身体障害者以外の

   身体障害者の数

0
0

(ﾎ)重度身体障害者の数 0

0
(ﾁ)重度身体障害者以外の身体障害

   者である短時間労働者の数

0
0

(ﾄ)重度身体障害者である

　 短時間労働者の数

0

0.0

  ［(ﾎ×2)+ﾍ+ﾄ+((ﾁ+ﾘ)×0.5)］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(ﾇ)身体障害者の数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0
(ﾘ)重度身体障害者である

   特定短時間労働者の数

0

0
(ｦ)重度知的障害者以外の

   知的障害者の数

0
0

(ﾙ)重度知的障害者の数 0

0
(ｶ)重度知的障害者以外の知的障害

   者である短時間労働者の数

0
0

(ﾜ)重度知的障害者である

   短時間労働者の数

0

0.0

  ［(ﾙ×2)+ｦ+ﾜ+((ｶ+ﾖ)×0.5)］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(ﾀ)知的障害者の数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0
(ﾖ)重度知的障害者である

   特定短時間労働者の数

0

(ｿ)精神障害者である

   短時間労働者の数

(ﾚ)精神障害者の数

(ﾈ)精神障害者の数

　［ﾚ+ｿ+(ﾂ×0.5)］

(ﾂ)精神障害者である

   特定短時間労働者の数

 ((12)/(10)のﾆ×100)  ［((10)のﾆ×法定雇用率)-(12)］

Ｄ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者（第１号に該当する者）

(13)実雇用率  

％
(14)身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数

人

  　［(11)のﾇ+(11)のﾀ+(11)のﾈ］

(12)　　　     計

　

Ｂ

　

雇

用

の

状

況

区     分

肢体不自由者（第４号に該当する者）

音声・言語・そしゃく機能障害者

（第３号に該当する者）

聴覚又は平衡機能障害者

（第２号に該当する者）

内部障害者（第５号に該当する者）

2.0

2.72

1

実人数で
主な障害の区分

73.5×0.025(法定

雇用率)＝1.837…
端数切捨のため、
１.0となる。

1.0-2.0＝-1.0
↓

「0」

0

1.5 0.00.5

法定雇用率以上
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ご清聴ありがとうございました。

アンケートの提出にご協力お願いします。

報告書提出期限：令和８年７月15日（水）
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